
２８庁財第８４号

平成２８年５月９日

各都道府県教育委員会教育長
殿

各指定都市教育委員会教育長

文化庁文化財部長

村田 善則

（印影印刷）

平成 28 年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対

し適用すべき措置の指定に関する政令の施行に伴う文化財保護法及

び銃砲刀剣類所持等取締法に関する事務の取扱いについて（通知）

平成 28 年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の

指定に関する政令（平成 28 年政令第 213 号。以下「政令」という。）が，本年５月２日に公

布，施行されました。これに伴い，文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）及び銃砲刀剣類

所持等取締法（昭和 33 年法律第６号）に関する事務については，下記のとおり取り扱うこと

としておりますので，貴教育委員会におかれては，御了知の上，事務の取扱いに遺漏のない

ようお取り計らい願います。

記

１ 本政令は，平成 28 年熊本地震による災害を，特定非常災害の被害者の権利利益の保全等

を図るための特別措置に関する法律（平成８年法律第 85 号）第２条第１項の特定非常災害

として指定し，同法第３条から第５条までに規定する特別措置の適用について定めたもの

である。

２ 政令第１条，第２条及び第４条により，平成 28 年４月 14 日以後に履行期限の到来する

義務について，平成 28年熊本地震により期限内に履行されなかった場合において，平成 28

年７月 29日までに履行されたときは，行政上及び刑事上の責任（過料に係るものを含む。）

は問われないこととされた。



３ これを受けて，文化財保護法に関する事務については，以下に掲げる義務について，上

記２の取扱いをすることとする。

一 文化財保護法第 28条第５項，第 29条第４項（第 79条第２項で準用する場合を含む。）

又は第 59条第６項（第 90条第３項で準用する場合を含む。）に規定する義務

二 文化財保護法第 31条第３項（第 60条第４項（第 90条第３項で準用する場合を含む。），

第 80条及び第 119条第２項（第 133条で準用する場合を含む。）で準用する場合を含む。），

第 32 条（第 60 条第４項（第 90 条第３項で準用する場合を含む。），第 80 条及び第 120

条（第 133条で準用する場合を含む。）で準用する場合を含む。），第 33条（第 80条，第 118

条及び第 120 条（これらの規定を第 133 条で準用する場合を含む。），並びに第 172 条第

５項で準用する場合を含む。），第 61 条（第 90 条第３項で準用する場合を含む。），第 73

条（第 149 条で準用する場合を含む），第 115 条第２項（第 120 条，第 133 条及び第 172

条第５項で準用する場合を含む。）又は第 136条に規定する義務

三 文化財保護法第 34 条（第 80 条及び第 172 条第５項で準用する場合を含む。）に規定す

る義務のうち，国宝，重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関

する規則（昭和 26 年文化財保護委員会規則第１号）第８条第３項及び第４項又は第９

条第４項に係るもの

四 文化財保護法第 62条（第 90条第３項で準用する場合を含む。）に規定する義務のうち，

登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則（平成８年文部省令第 29 号）

第 12 条第３項及び第４項に係るもの並びに登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届

出書等に関する規則（平成 17 年文部科学省令第８号）第 12 条第３項及び第４項に係る

もの

４ 銃砲刀剣類所持等取締法に関する事務については，同法第 17 条第１項に規定する義務に

ついて，上記２の取扱いをすることとする。

（文化財保護法についての照会先）

文化庁文化財部伝統文化課企画係

TEL:03-5253-4111（内線 2864）

FAX:03-6734-3820

（銃砲刀剣類所持等取締法についての照会先）

文化庁文化財部美術学芸課企画係

TEL:03-5253-4111（内線 3154）

FAX:03-6734-3821
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（参考条文）

○特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律（平成八年

法律第八十五号）

（期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置）

第四条 特定非常災害発生日以後に法令に規定されている履行期限が到来する義務（以下「特

定義務」という。）であって、特定非常災害により当該履行期限が到来するまでに履行されなか

ったものについて、その不履行に係る行政上及び刑事上の責任（過料に係るものを含む。以下

単に「責任」という。）が問われることを猶予する必要があるときは、政令で、特定非常災害発生

日から起算して四月を超えない範囲内において特定義務の不履行についての免責に係る期限

（以下「免責期限」という。）を定めることができる。

２ 免責期限が定められた場合において、免責期限が到来する日の前日までに履行期限が到来

する特定義務が免責期限が到来する日までに履行されたときは、当該特定義務が特定非常災

害により履行されなかったことについて、責任は問われないものとする。

３ 免責期限が定められた後、前二項に定める免責の措置を免責期限が到来する日の翌日以

後においても特に継続して実施する必要があると認められるときは、政令で、特定義務の根拠

となる法令の条項ごとに、新たに、当該特定義務の不履行についての免責に係る期限を定め

ることができる。前項の規定は、この場合について準用する。

４ 前三項の規定にかかわらず、特定義務が災害その他やむを得ない事由によりその履行期限

が到来するまでに履行されなかった場合について他の法令に別段の定めがあるときは、その

定めるところによる。
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○平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措

置の指定に関する政令（平成二十八年政令第二百十三号）

（特定非常災害の指定）

第一条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律

（以下「法」という。）第二条第一項の特定非常災害として平成二十八年熊本地震によ

る災害を指定し、同年四月十四日を同項の特定非常災害発生日として定める。

（特定非常災害に対し適用すべき措置の指定）

第二条 前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として法第三条から第六条までに規定

する措置を指定する。

（延長期日）

第三条 第一条の特定非常災害についての法第三条第一項の政令で定める日は、平成二十

八年九月三十日とする。

（免責期限）

第四条 第一条の特定非常災害についての法第四条第一項の政令で定める特定義務の不履

行についての免責に係る期限は、平成二十八年七月二十九日とする。

（法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置に係る期日）

第五条 第一条の特定非常災害についての法第五条第一項の政令で定める日は、平成三十

年四月十三日とする。

（相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置に係る地区及び期日）

第六条 第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、熊本県の区域

とする。

２ 第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める日は、平成二十八年十二月

二十八日とする。
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○文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）

【３の一について】

（告示、通知及び指定書の交付）

第二十八条 前条の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該国宝又は重要

文化財の所有者に通知してする。

２ 前条の規定による指定は、前項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ず

る。但し、当該国宝又は重要文化財の所有者に対しては、同項の規定による通知が当該所有

者に到達した時からその効力を生ずる。

３ 前条の規定による指定をしたときは、文部科学大臣は、当該国宝又は重要文化財の所有者

に指定書を交付しなければならない。

４ 指定書に記載すべき事項その他指定書に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

５ 第三項の規定により国宝の指定書の交付を受けたときは、所有者は、三十日以内に国宝に

指定された重要文化財の指定書を文部科学大臣に返付しなければならない。

第二十九条 国宝又は重要文化財が国宝又は重要文化財としての価値を失つた場合その他特

殊の事由があるときは、文部科学大臣は、国宝又は重要文化財の指定を解除することができ

る。

２ 前項の規定による指定の解除は、その旨を官報で告示するとともに、当該国宝又は重要文

化財の所有者に通知してする。

３ 第一項の規定による指定の解除には、前条第二項の規定を準用する。

４ 第二項の通知を受けたときは、所有者は、三十日以内に指定書を文部科学大臣に返付しな

ければならない。

（重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定の解除）

第七十九条 重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財が重要有形民俗文化財又は重要

無形民俗文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣

は、重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定を解除することができる。

２ 前項の規定による重要有形民俗文化財の指定の解除には、第二十九条第二項から第四項

までの規定を準用する。

３ 第一項の規定による重要無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を官報に告示してする。

（登録有形文化財の登録の抹消）

第五十九条 文部科学大臣は、登録有形文化財について、第二十七条第一項の規定により重

要文化財に指定したときは、その登録を抹消するものとする。

２ 文部科学大臣は、登録有形文化財について、第百八十二条第二項に規定する指定を地方

公共団体が行つたときは、その登録を抹消するものとする。ただし、当該登録有形文化財につ

いて、その保存及び活用のための措置を講ずる必要があり、かつ、その所有者の同意がある

場合は、この限りでない。

３ 文部科学大臣は、登録有形文化財についてその保存及び活用のための措置を講ずる必要
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がなくなつた場合その他特殊の事由があるときは、その登録を抹消することができる。

４ 前三項の規定により登録の抹消をしたときは、速やかに、その旨を官報で告示するとともに、

当該登録有形文化財の所有者に通知する。

５ 第一項から第三項までの規定による登録の抹消には、前条第二項の規定を準用する。

６ 第四項の通知を受けたときは、所有者は、三十日以内に登録証を文部科学大臣に返付しな

ければならない。

第九十条 文部科学大臣は、重要有形民俗文化財以外の有形の民俗文化財（第百八十二条第

二項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。）のうち、その文化財としての価

値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録

することができる。

２ 前項の規定による登録には、第五十七条第二項及び第三項の規定を準用する。

３ 前二項の規定により登録された有形の民俗文化財（以下「登録有形民俗文化財」という。）に

ついては、第三章第二節（第五十七条の規定を除く。）の規定を準用する。この場合において、

第六十四条第一項及び第六十五条第一項中「三十日前」とあるのは「二十日前」と、第六十四

条第一項ただし書中「維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法令の

規定による現状の変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合」とあるのは「文部科学省令

で定める場合」と読み替えるものとする。

【３の二について】

（所有者の管理義務及び管理責任者）

第三十一条 重要文化財の所有者は、この法律並びにこれに基いて発する文部科学省令及び

文化庁長官の指示に従い、重要文化財を管理しなければならない。

２ 重要文化財の所有者は、特別の事情があるときは、適当な者をもつぱら自己に代り当該重

要文化財の管理の責に任ずべき者（以下この節及び第十二章において「管理責任者」という。）

に選任することができる。

３ 前項の規定により管理責任者を選任したときは、重要文化財の所有者は、文部科学省令の

定める事項を記載した書面をもつて、当該管理責任者と連署の上二十日以内に文化庁長官に

届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

（登録有形文化財の管理）

第六十条 登録有形文化財の所有者は、この法律及びこれに基づく文部科学省令に従い、登録

有形文化財を管理しなければならない。

２ 登録有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、適当な者を専ら自己に代わり当該

登録有形文化財の管理の責めに任ずべき者（以下この節において「管理責任者」という。）に選

任することができる。

３ 文化庁長官は、登録有形文化財について、所有者が判明せず、又は所有者若しくは管理責

任者による管理が著しく困難若しくは不適当であることが明らかである旨の関係地方公共団体

の申出があつた場合には、関係地方公共団体の意見を聴いて、適当な地方公共団体その他
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の法人を、当該登録有形文化財の保存のため必要な管理（当該登録有形文化財の保存のた

め必要な施設、設備その他の物件で当該登録有形文化財の所有者の所有又は管理に属する

ものの管理を含む。）を行う団体（以下この節において「管理団体」という。）に指定することがで

きる。

４ 登録有形文化財の管理には、第三十一条第三項、第三十二条、第三十二条の二第二項か

ら第五項まで、第三十二条の三及び第三十二条の四の規定を準用する。

５ 登録有形文化財の管理責任者及び管理団体には、第一項の規定を準用する。

（登録有形民俗文化財）

第九十条 文部科学大臣は、重要有形民俗文化財以外の有形の民俗文化財（第百八十二条第

二項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。）のうち、その文化財としての価

値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録

することができる。

２ 前項の規定による登録には、第五十七条第二項及び第三項の規定を準用する。

３ 前二項の規定により登録された有形の民俗文化財（以下「登録有形民俗文化財」という。）に

ついては、第三章第二節（第五十七条の規定を除く。）の規定を準用する。この場合において、

第六十四条第一項及び第六十五条第一項中「三十日前」とあるのは「二十日前」と、第六十四

条第一項ただし書中「維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法令の

規定による現状の変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合」とあるのは「文部科学省令

で定める場合」と読み替えるものとする。

（重要有形民俗文化財の管理）

第八十条 重要有形民俗文化財の管理には、第三十条から第三十四条までの規定を準用す

る。

（所有者による管理及び復旧）

第百十九条 管理団体がある場合を除いて、史跡名勝天然記念物の所有者は、当該史跡名勝

天然記念物の管理及び復旧に当たるものとする。

２ 前項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に当たる所有者は、特別の事情があるとき

は、適当な者を専ら自己に代わり当該史跡名勝天然記念物の管理の責めに任ずべき者（以下

この章及び第十二章において「管理責任者」という。）に選任することができる。この場合には、

第三十一条第三項の規定を準用する。

（登録記念物）

第百三十三条 前条の規定により登録された記念物（以下「登録記念物」という。）については、

第五十九条第一項から第五項まで、第六十四条、第六十八条、第百十一条第二項及び第三

項並びに第百十三条から第百二十条までの規定を準用する。この場合において、第五十九条

第一項中「第二十七条第一項の規定により重要文化財に指定したとき」とあるのは「第百九条

第一項の規定により史跡名勝天然記念物に指定したとき（第百十条第一項に規定する仮指定

を都道府県の教育委員会（当該記念物が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該
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指定都市の教育委員会）が行つたときを含む。）」と、同条第四項中「所有者に通知する」とある

のは「所有者及び権原に基づく占有者に通知する。ただし、通知すべき相手方が著しく多数で

個別に通知し難い事情がある場合には、文部科学大臣は、当該通知に代えて、その通知すべ

き事項を当該登録記念物の所在地の市町村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示

することができる。この場合においては、その掲示を始めた日から二週間を経過した時に当該

通知が相手方に到達したものとみなす」と、同条第五項中「抹消には、前条第二項の規定を準

用する」とあるのは「抹消は、前項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ず

る。ただし、当該登録記念物の所有者又は権原に基づく占有者に対しては、前項の規定による

通知が到達した時又は同項の規定によりその通知が到達したものとみなされる時からその効

力を生ずる」と、第百十三条第一項中「不適当であると明らかに認められる場合には」とあるの

は「不適当であることが明らかである旨の関係地方公共団体の申出があつた場合には、関係

地方公共団体の意見を聴いて」と、第百十八条及び第百二十条中「第三十条、第三十一条第

一項」とあるのは「第三十一条第一項」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合におい

て、第三十一条第一項中「並びにこれに基いて発する文部科学省令及び文化庁長官の指示に

従い」とあるのは「及びこれに基づく文部科学省令に従い」と読み替えるものとする」と、第百十

八条中「第三十五条及び第四十七条の規定を、管理団体が指定され、又はその指定が解除さ

れた場合には、第五十六条第三項」とあるのは「第四十七条第四項」と、第百二十条中「第三

十五条及び第四十七条の規定を、所有者が変更した場合の権利義務の承継には、第五十六

条第一項」とあるのは「第四十七条第四項」と読み替えるものとする。

（所有者又は管理責任者の変更）

第三十二条 重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、文部科学省令の定める事

項を記載した書面をもつて、且つ、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、二十日以内に

文化庁長官に届け出なければならない。

２ 重要文化財の所有者は、管理責任者を変更したときは、文部科学省令の定める事項を記載

した書面をもつて、新管理責任者と連署の上二十日以内に文化庁長官に届け出なければなら

ない。この場合には、前条第三項の規定は、適用しない。

３ 重要文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したとき

は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、二十日以内に文化庁長官に届け出

なければならない。氏名若しくは名称又は住所の変更が重要文化財の所有者に係るときは、

届出の際指定書を添えなければならない。

（登録有形文化財の管理）

第六十条 登録有形文化財の所有者は、この法律及びこれに基づく文部科学省令に従い、登録

有形文化財を管理しなければならない。

２ 登録有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、適当な者を専ら自己に代わり当該

登録有形文化財の管理の責めに任ずべき者（以下この節において「管理責任者」という。）に選

任することができる。

３ 文化庁長官は、登録有形文化財について、所有者が判明せず、又は所有者若しくは管理責

任者による管理が著しく困難若しくは不適当であることが明らかである旨の関係地方公共団体



- 7 -

の申出があつた場合には、関係地方公共団体の意見を聴いて、適当な地方公共団体その他

の法人を、当該登録有形文化財の保存のため必要な管理（当該登録有形文化財の保存のた

め必要な施設、設備その他の物件で当該登録有形文化財の所有者の所有又は管理に属する

ものの管理を含む。）を行う団体（以下この節において「管理団体」という。）に指定することがで

きる。

４ 登録有形文化財の管理には、第三十一条第三項、第三十二条、第三十二条の二第二項か

ら第五項まで、第三十二条の三及び第三十二条の四の規定を準用する。

５ 登録有形文化財の管理責任者及び管理団体には、第一項の規定を準用する。

（登録有形民俗文化財）

第九十条 文部科学大臣は、重要有形民俗文化財以外の有形の民俗文化財（第百八十二条第

二項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。）のうち、その文化財としての価

値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録

することができる。

２ 前項の規定による登録には、第五十七条第二項及び第三項の規定を準用する。

３ 前二項の規定により登録された有形の民俗文化財（以下「登録有形民俗文化財」という。）に

ついては、第三章第二節（第五十七条の規定を除く。）の規定を準用する。この場合において、

第六十四条第一項及び第六十五条第一項中「三十日前」とあるのは「二十日前」と、第六十四

条第一項ただし書中「維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法令の

規定による現状の変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合」とあるのは「文部科学省令

で定める場合」と読み替えるものとする。

（重要有形民俗文化財の管理）

第八十条 重要有形民俗文化財の管理には、第三十条から第三十四条までの規定を準用す

る。

（所有者による管理及び復旧）

第百二十条 所有者が行う管理には、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三

条並びに第百十五条第一項及び第二項（同条第二項については、管理責任者がある場合を除

く。）の規定を、所有者が行う管理及び復旧には、第三十五条及び第四十七条の規定を、所有

者が変更した場合の権利義務の承継には、第五十六条第一項の規定を、管理責任者が行う

管理には、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条、第四十七条第四

項及び第百十五条第二項の規定を準用する。

（登録記念物）

第百三十三条 前条の規定により登録された記念物（以下「登録記念物」という。）については、

第五十九条第一項から第五項まで、第六十四条、第六十八条、第百十一条第二項及び第三

項並びに第百十三条から第百二十条までの規定を準用する。この場合において、第五十九条

第一項中「第二十七条第一項の規定により重要文化財に指定したとき」とあるのは「第百九条

第一項の規定により史跡名勝天然記念物に指定したとき（第百十条第一項に規定する仮指定
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を都道府県の教育委員会（当該記念物が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該

指定都市の教育委員会）が行つたときを含む。）」と、同条第四項中「所有者に通知する」とある

のは「所有者及び権原に基づく占有者に通知する。ただし、通知すべき相手方が著しく多数で

個別に通知し難い事情がある場合には、文部科学大臣は、当該通知に代えて、その通知すべ

き事項を当該登録記念物の所在地の市町村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示

することができる。この場合においては、その掲示を始めた日から二週間を経過した時に当該

通知が相手方に到達したものとみなす」と、同条第五項中「抹消には、前条第二項の規定を準

用する」とあるのは「抹消は、前項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ず

る。ただし、当該登録記念物の所有者又は権原に基づく占有者に対しては、前項の規定による

通知が到達した時又は同項の規定によりその通知が到達したものとみなされる時からその効

力を生ずる」と、第百十三条第一項中「不適当であると明らかに認められる場合には」とあるの

は「不適当であることが明らかである旨の関係地方公共団体の申出があつた場合には、関係

地方公共団体の意見を聴いて」と、第百十八条及び第百二十条中「第三十条、第三十一条第

一項」とあるのは「第三十一条第一項」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合におい

て、第三十一条第一項中「並びにこれに基いて発する文部科学省令及び文化庁長官の指示に

従い」とあるのは「及びこれに基づく文部科学省令に従い」と読み替えるものとする」と、第百十

八条中「第三十五条及び第四十七条の規定を、管理団体が指定され、又はその指定が解除さ

れた場合には、第五十六条第三項」とあるのは「第四十七条第四項」と、第百二十条中「第三

十五条及び第四十七条の規定を、所有者が変更した場合の権利義務の承継には、第五十六

条第一項」とあるのは「第四十七条第四項」と読み替えるものとする。

（滅失、き損等）

第三十三条 重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しく

は盗み取られたときは、所有者（管理責任者又は管理団体がある場合は、その者）は、文部科

学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から十日以内に文化庁長

官に届け出なければならない。

（重要有形民俗文化財の管理）

第八十条 重要有形民俗文化財の管理には、第三十条から第三十四条までの規定を準用す

る。

（管理団体による管理及び復旧）

第百十八条 管理団体が行う管理には、第三十条、第三十一条第一項及び第三十三条の規定

を、管理団体が行う管理及び復旧には、第三十五条及び第四十七条の規定を、管理団体が指

定され、又はその指定が解除された場合には、第五十六条第三項の規定を準用する。

（所有者による管理及び復旧）

第百二十条 所有者が行う管理には、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三

条並びに第百十五条第一項及び第二項（同条第二項については、管理責任者がある場合を除

く。）の規定を、所有者が行う管理及び復旧には、第三十五条及び第四十七条の規定を、所有
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者が変更した場合の権利義務の承継には、第五十六条第一項の規定を、管理責任者が行う

管理には、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条、第四十七条第四

項及び第百十五条第二項の規定を準用する。

（登録記念物）

第百三十三条 前条の規定により登録された記念物（以下「登録記念物」という。）については、

第五十九条第一項から第五項まで、第六十四条、第六十八条、第百十一条第二項及び第三

項並びに第百十三条から第百二十条までの規定を準用する。この場合において、第五十九条

第一項中「第二十七条第一項の規定により重要文化財に指定したとき」とあるのは「第百九条

第一項の規定により史跡名勝天然記念物に指定したとき（第百十条第一項に規定する仮指定

を都道府県の教育委員会（当該記念物が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該

指定都市の教育委員会）が行つたときを含む。）」と、同条第四項中「所有者に通知する」とある

のは「所有者及び権原に基づく占有者に通知する。ただし、通知すべき相手方が著しく多数で

個別に通知し難い事情がある場合には、文部科学大臣は、当該通知に代えて、その通知すべ

き事項を当該登録記念物の所在地の市町村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示

することができる。この場合においては、その掲示を始めた日から二週間を経過した時に当該

通知が相手方に到達したものとみなす」と、同条第五項中「抹消には、前条第二項の規定を準

用する」とあるのは「抹消は、前項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ず

る。ただし、当該登録記念物の所有者又は権原に基づく占有者に対しては、前項の規定による

通知が到達した時又は同項の規定によりその通知が到達したものとみなされる時からその効

力を生ずる」と、第百十三条第一項中「不適当であると明らかに認められる場合には」とあるの

は「不適当であることが明らかである旨の関係地方公共団体の申出があつた場合には、関係

地方公共団体の意見を聴いて」と、第百十八条及び第百二十条中「第三十条、第三十一条第

一項」とあるのは「第三十一条第一項」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合におい

て、第三十一条第一項中「並びにこれに基いて発する文部科学省令及び文化庁長官の指示に

従い」とあるのは「及びこれに基づく文部科学省令に従い」と読み替えるものとする」と、第百十

八条中「第三十五条及び第四十七条の規定を、管理団体が指定され、又はその指定が解除さ

れた場合には、第五十六条第三項」とあるのは「第四十七条第四項」と、第百二十条中「第三

十五条及び第四十七条の規定を、所有者が変更した場合の権利義務の承継には、第五十六

条第一項」とあるのは「第四十七条第四項」と読み替えるものとする。

（重要文化財等についての国に関する特例）

第百七十二条 文化庁長官は、国の所有に属する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡

名勝天然記念物の保存のため特に必要があると認めるときは、適当な地方公共団体その他の

法人を指定して当該文化財の保存のため必要な管理（当該文化財の保存のため必要な施設、

設備その他の物件で国の所有又は管理に属するものの管理を含む。）を行わせることができ

る。

２ 前項の規定による指定をするには、文化庁長官は、あらかじめ、文部科学大臣を通じ当該文

化財を管理する各省各庁の長の同意を求めるとともに、指定しようとする地方公共団体その他

の法人の同意を得なければならない。
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３ 第一項の規定による指定には、第三十二条の二第三項及び第四項の規定を準用する。

４ 第一項の規定による管理によつて生ずる収益は、当該地方公共団体その他の法人の収入と

する。

５ 地方公共団体その他の法人が第一項の規定による管理を行う場合には、重要文化財又は

重要有形民俗文化財の管理に係るときは、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条の四第

一項、第三十三条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第四十七条の二第三項及び第五

十四条の規定を、史跡名勝天然記念物に係るときは、第三十条、第三十一条第一項、第三十

三条、第三十五条、第百十五条第一項及び第二項、第百十六条第一項及び第三項、第百二

十一条並びに第百三十条の規定を準用する。

（登録有形文化財の滅失、き損等）

第六十一条 登録有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若

しくは盗み取られたときは、所有者（管理責任者又は管理団体がある場合は、その者）は、文部

科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から十日以内に文化庁

長官に届け出なければならない。

（登録有形民俗文化財）

第九十条 文部科学大臣は、重要有形民俗文化財以外の有形の民俗文化財（第百八十二条第

二項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。）のうち、その文化財としての価

値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録

することができる。

２ 前項の規定による登録には、第五十七条第二項及び第三項の規定を準用する。

３ 前二項の規定により登録された有形の民俗文化財（以下「登録有形民俗文化財」という。）に

ついては、第三章第二節（第五十七条の規定を除く。）の規定を準用する。この場合において、

第六十四条第一項及び第六十五条第一項中「三十日前」とあるのは「二十日前」と、第六十四

条第一項ただし書中「維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法令の

規定による現状の変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合」とあるのは「文部科学省令

で定める場合」と読み替えるものとする。

（保持者の氏名変更等）

第七十三条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他文部科学省令の

定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、文部科学省令の定める事項を記載した

書面をもつて、その事由の生じた日（保持者の死亡に係る場合は、相続人がその事実を知つた

日）から二十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所

在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者（保持団体が

解散した場合にあつては、代表者であつた者）について、同様とする。

（保持者の氏名変更等）

第百四十九条 保持者及び保存団体には、第七十三条の規定を準用する。この場合において、

同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。
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（管理団体による管理及び復旧） ※

第百十五条 第百十三条第一項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人（以下

この章及び第十二章において「管理団体」という。）は、文部科学省令の定める基準により、史

跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲いその他の施設を設置しなけれ

ばならない。

２ 史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地

積に異動があつたときは、管理団体は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にそ

の旨を届け出なければならない。

３ 管理団体が復旧を行う場合は、管理団体は、あらかじめ、その復旧の方法及び時期につい

て当該史跡名勝天然記念物の所有者（所有者が判明しない場合を除く。）及び権原に基づく占

有者の意見を聞かなければならない。

４ 史跡名勝天然記念物の所有者又は占有者は、正当な理由がなくて、管理団体が行う管理若

しくは復旧又はその管理若しくは復旧のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならな

い。

※史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則（昭和二十九年文化財保護委員会規則第七号）

第七条 法第百十五条第二項 （法第百二十条 及び第百七十二条第五項 で準用する場合を含

む。）の規定による土地の所在等の異動の届出は、前条第一項第一号から第六号までに掲げる事

項並びに異動前の土地の所在、地番、地目又は地積及び異動後の土地の所在、地番、地目又は

地積その他参考となるべき事項を記載した書面をもつて、異動のあつたのち三十日以内に行わな

ければならない。

（所有者による管理及び復旧）

第百二十条 所有者が行う管理には、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三

条並びに第百十五条第一項及び第二項（同条第二項については、管理責任者がある場合を除

く。）の規定を、所有者が行う管理及び復旧には、第三十五条及び第四十七条の規定を、所有

者が変更した場合の権利義務の承継には、第五十六条第一項の規定を、管理責任者が行う

管理には、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条、第四十七条第四

項及び第百十五条第二項の規定を準用する。

（登録記念物）

第百三十三条 前条の規定により登録された記念物（以下「登録記念物」という。）については、

第五十九条第一項から第五項まで、第六十四条、第六十八条、第百十一条第二項及び第三

項並びに第百十三条から第百二十条までの規定を準用する。この場合において、第五十九条

第一項中「第二十七条第一項の規定により重要文化財に指定したとき」とあるのは「第百九条

第一項の規定により史跡名勝天然記念物に指定したとき（第百十条第一項に規定する仮指定

を都道府県の教育委員会（当該記念物が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該

http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%93%f1%88%ea%8e%6c&REF_NAME=%96%40%91%e6%95%53%8f%5c%8c%dc%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000011500000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000011500000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000011500000000002000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%93%f1%88%ea%8e%6c&REF_NAME=%96%40%91%e6%95%53%93%f1%8f%5c%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000012000000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000012000000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000012000000000000000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%93%f1%88%ea%8e%6c&REF_NAME=%91%e6%95%53%8e%b5%8f%5c%93%f1%8f%f0%91%e6%8c%dc%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000017200000000005000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000017200000000005000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000017200000000005000000000000000000


- 12 -

指定都市の教育委員会）が行つたときを含む。）」と、同条第四項中「所有者に通知する」とある

のは「所有者及び権原に基づく占有者に通知する。ただし、通知すべき相手方が著しく多数で

個別に通知し難い事情がある場合には、文部科学大臣は、当該通知に代えて、その通知すべ

き事項を当該登録記念物の所在地の市町村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示

することができる。この場合においては、その掲示を始めた日から二週間を経過した時に当該

通知が相手方に到達したものとみなす」と、同条第五項中「抹消には、前条第二項の規定を準

用する」とあるのは「抹消は、前項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ず

る。ただし、当該登録記念物の所有者又は権原に基づく占有者に対しては、前項の規定による

通知が到達した時又は同項の規定によりその通知が到達したものとみなされる時からその効

力を生ずる」と、第百十三条第一項中「不適当であると明らかに認められる場合には」とあるの

は「不適当であることが明らかである旨の関係地方公共団体の申出があつた場合には、関係

地方公共団体の意見を聴いて」と、第百十八条及び第百二十条中「第三十条、第三十一条第

一項」とあるのは「第三十一条第一項」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合におい

て、第三十一条第一項中「並びにこれに基いて発する文部科学省令及び文化庁長官の指示に

従い」とあるのは「及びこれに基づく文部科学省令に従い」と読み替えるものとする」と、第百十

八条中「第三十五条及び第四十七条の規定を、管理団体が指定され、又はその指定が解除さ

れた場合には、第五十六条第三項」とあるのは「第四十七条第四項」と、第百二十条中「第三

十五条及び第四十七条の規定を、所有者が変更した場合の権利義務の承継には、第五十六

条第一項」とあるのは「第四十七条第四項」と読み替えるものとする。

（重要文化財等についての国に関する特例）

第百七十二条 文化庁長官は、国の所有に属する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡

名勝天然記念物の保存のため特に必要があると認めるときは、適当な地方公共団体その他の

法人を指定して当該文化財の保存のため必要な管理（当該文化財の保存のため必要な施設、

設備その他の物件で国の所有又は管理に属するものの管理を含む。）を行わせることができ

る。

２ 前項の規定による指定をするには、文化庁長官は、あらかじめ、文部科学大臣を通じ当該文

化財を管理する各省各庁の長の同意を求めるとともに、指定しようとする地方公共団体その他

の法人の同意を得なければならない。

３ 第一項の規定による指定には、第三十二条の二第三項及び第四項の規定を準用する。

４ 第一項の規定による管理によつて生ずる収益は、当該地方公共団体その他の法人の収入と

する。

５ 地方公共団体その他の法人が第一項の規定による管理を行う場合には、重要文化財又は

重要有形民俗文化財の管理に係るときは、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条の四第

一項、第三十三条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第四十七条の二第三項及び第五

十四条の規定を、史跡名勝天然記念物に係るときは、第三十条、第三十一条第一項、第三十

三条、第三十五条、第百十五条第一項及び第二項、第百十六条第一項及び第三項、第百二

十一条並びに第百三十条の規定を準用する。

（滅失又はき損）
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第百三十六条 重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときは、所有者又は権

原に基づく占有者（以下この章において「所有者等」という。）は、文部科学省令の定める事項

を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から十日以内に文化庁長官に届け出なければ

ならない。ただし、重要文化的景観の保存に著しい支障を及ぼすおそれがない場合として文部

科学省令で定める場合は、この限りでない。

【３の三について】

（所在の変更）

第三十四条 重要文化財の所在の場所を変更しようとするときは、重要文化財の所有者（管理

責任者又は管理団体がある場合は、その者）は、文部科学省令の定める事項を記載した書面

をもつて、且つ、指定書を添えて、所在の場所を変更しようとする日の二十日前までに文化庁

長官に届け出なければならない。但し、文部科学省令の定める場合には、届出を要せず、若し

くは届出の際指定書の添附を要せず、又は文部科学省令の定めるところにより所在の場所を

変更した後届け出ることをもつて足りる。

（重要有形民俗文化財の管理）

第八十条 重要有形民俗文化財の管理には、第三十条から第三十四条までの規定を準用す

る。

（重要文化財等についての国に関する特例）

第百七十二条 文化庁長官は、国の所有に属する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡

名勝天然記念物の保存のため特に必要があると認めるときは、適当な地方公共団体その他の

法人を指定して当該文化財の保存のため必要な管理（当該文化財の保存のため必要な施設、

設備その他の物件で国の所有又は管理に属するものの管理を含む。）を行わせることができ

る。

２ 前項の規定による指定をするには、文化庁長官は、あらかじめ、文部科学大臣を通じ当該文

化財を管理する各省各庁の長の同意を求めるとともに、指定しようとする地方公共団体その他

の法人の同意を得なければならない。

３ 第一項の規定による指定には、第三十二条の二第三項及び第四項の規定を準用する。

４ 第一項の規定による管理によつて生ずる収益は、当該地方公共団体その他の法人の収入と

する。

５ 地方公共団体その他の法人が第一項の規定による管理を行う場合には、重要文化財又は

重要有形民俗文化財の管理に係るときは、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条の四第

一項、第三十三条、第三十四条、第三十五条、第三十六条、第四十七条の二第三項及び第五

十四条の規定を、史跡名勝天然記念物に係るときは、第三十条、第三十一条第一項、第三十

三条、第三十五条、第百十五条第一項及び第二項、第百十六条第一項及び第三項、第百二

十一条並びに第百三十条の規定を準用する。
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※国宝・重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則（昭和二

十六年文化財保護委員会規則第一号）

（所在の場所変更の届出を要しない場合等）

第八条 法第三十四条 ただし書の規定により国宝又は重要文化財の所在の場所の変更に

ついて届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一 法第三十五条第一項 （法第百七十二条第五項 及び法第百七十四条第三項 で準用す

る場合を含む。）の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所

を変更しようとするとき。

二 法第三十六条第一項 （法第百七十二条第五項 で準用する場合を含む。）の規定による

命令又は勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。

三 法第三十七条第一項 又は第二項 の規定による命令又は勧告を受けて行う修理のため

に所在の場所を変更しようとするとき。

四 法第四十三条第一項 の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす

行為（以下「現状変更等」という。）のために所在の場所を変更しようとするとき。

五 法第四十三条の二第一項 の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更

しようとするとき。

六 法第四十四条 ただし書の規定による許可を受けて行う輸出のために所在の場所を変更

しようとするとき。

七 法第四十八条第一項 、第二項、第三項若しくは第五項又は法第五十一条第一項 、第二

項若しくは第七項の規定による勧告、命令、出品の期間の更新又は承認を受けて行う出品又

は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

八 法第五十三条 の規定による許可を受け、又は届出を行つた展覧会その他の催しに出品

するために所在の場所を変更しようとするとき。

九 前二号のほか、文化庁長官の指定する博物館その他の施設に出品するために所在の場

所を変更しようとするとき。

十 法第三十四条 の規定による届出を行つて所在の場所を変更したのち、当該届出の書面

に記載した前条第一項第十号の時期（同条第二項の規定により変更の届出を行つたときは、

その時期）において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようと

するとき及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所又は指定

書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

十一 前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が三十日を超えないと

き。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。

２ 法第三十四条 但書の規定により国宝又は重要文化財の所在の場所の変更について届

出の際指定書の添附を要しない場合は、所在の場所を変更したのち一年以内に現在の所在

の場所又は指定書記載の所在の場所に復することが明らかな場合とする。

３ 法第三十四条 但書の規定により国宝又は重要文化財の所在の場所の変更について所

在の場所を変更したのち届け出ることをもつて足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在

の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある

場合とする。

４ 前項の届出は、前条第一項第一号から第七号までに掲げる事項並びに所在の場所を変
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更した年月日及びその事由その他参考となるべき事項を記載した書面をもつて、所在の場所を

変更した後二十日以内に行わなければならない。

（重要有形民俗文化財の管理に関する届出書の記載事項等）

第九条 重要有形民俗文化財の管理に関する届出の書面については、法第八十条 又は第

百七十二条第五項 で準用する法第三十一条第三項 、第三十二条、第三十三条及び第三十

四条の場合において、法第三十一条第三項 前段の場合に係るときは第一条 の規定を、法第

三十一条第三項 後段の場合に係るときは第二条 の規定を、法第三十二条第一項 の場合に

係るときは第三条 の規定を、法第三十二条第二項 の場合に係るときは第四条 の規定を、法

第三十二条第三項 の場合に係るときは第五条 の規定を、法第三十三条 の場合に係るとき

は第六条 の規定を、法第三十四条 の場合に係るときは第七条 の規定を準用する。

２ 法第八十条 又は第百七十二条第五項 で準用する法第三十四条 ただし書の規定により

重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号のいず

れかに該当する場合とする。

一 法第八十三条 、第百七十二条第五項又は第百七十四条第三項で準用する法第三十五

条第一項 の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更

しようとするとき。

二 法第八十三条 又は第百七十二条第五項 で準用する法第三十六条第一項 の規定によ

る命令又は勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。

三 法第八十三条 で準用する法第三十七条第二項 の規定による勧告を受けて行う修理の

ために所在の場所を変更しようとするとき。

四 法第八十五条 で準用する法第四十八条第一項 、第二項、第三項若しくは第五項又は第

五十一条第一項、第二項若しくは第七項の規定による勧告、命令、出品の期間の更新又は承

認を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

五 法第八十一条第一項 の規定による届出をして行う現状変更等のために所在の場所を変

更しようとするとき。

六 法第八十二条 の規定による許可を受けて行う輸出のために所在の場所を変更しようとす

るとき。

七 法第八十四条第一項 の規定による届出を行つた展覧会その他の催しに出品するために

所在の場所を変更しようとするとき。

八 第四号及び前号のほか、文化庁長官の指定する博物館その他の施設に出品するために

所在の場所を変更しようとするとき。

九 法第八十条 又は第百七十二条第五項 で準用する法第三十四条 の規定による届出を

行つて所在の場所を変更したのち、当該届出の書面に記載した前項で準用する第七条第一項

第十号の時期（同条第二項の規定により変更の届出を行つたときは、その時期）において、復

することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前各号に

掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所

に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

十 前各号に掲げる場合以外の場合であつて、所在の場所の変更が三十日を超えないとき。

ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。
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３ 法第八十条 又は第百七十二条第五項 で準用する法第三十四条 ただし書の規定により

重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出の際指定書の添付を要しない場合

は、前条第二項の場合とする。

４ 法第八十条 又は第百七十二条第五項 で準用する法第三十四条 ただし書の規定により

重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について所在の場所を変更した後届け出ることをも

つて足りる場合は、前条第三項の場合とする。この場合には、前条第四項の規定を準用する。

【３の四について】

（登録有形文化財の所在の変更）

第六十二条 登録有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、登録有形文化財の所有

者（管理責任者又は管理団体がある場合は、その者）は、文部科学省令の定める事項を記載

した書面をもつて、所在の場所を変更しようとする日の二十日前までに、登録証を添えて、文化

庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令で定める場合には、届出を要せず、

若しくは届出の際登録証の添付を要せず、又は文部科学省令で定めるところにより所在の場

所を変更した後届け出ることをもつて足りる。

（登録有形民俗文化財）

第九十条 文部科学大臣は、重要有形民俗文化財以外の有形の民俗文化財（第百八十二条第

二項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。）のうち、その文化財としての価

値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録

することができる。

２ 前項の規定による登録には、第五十七条第二項及び第三項の規定を準用する。

３ 前二項の規定により登録された有形の民俗文化財（以下「登録有形民俗文化財」という。）に

ついては、第三章第二節（第五十七条の規定を除く。）の規定を準用する。この場合において、

第六十四条第一項及び第六十五条第一項中「三十日前」とあるのは「二十日前」と、第六十四

条第一項ただし書中「維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法令の

規定による現状の変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合」とあるのは「文部科学省令

で定める場合」と読み替えるものとする。

※登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則（平成八年文部省令第二十九

号）

（所在の場所変更の届出を要しない場合等）

第十二条 法第六十二条 ただし書の規定により登録有形文化財の所在の場所の変更につ

いて届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一 法第六十四条第一項 の規定による届出をして行う現状変更のために所在の場所を変更

しようとするとき。

二 法第六十五条第一項 の規定による届出をして行う輸出のために所在の場所を変更しよう

とするとき。
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三 法第六十二条 の規定による届出をして所在の場所を変更した後、当該届出の書面に記

載した前条第一項第十号の時期（同条第二項の規定により変更の届出をしたときは、その時

期）において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとすると

き及び前二号に掲げる所在の場所の変更をした後、変更前の所在の場所又は登録証記載の

所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

四 公衆の観覧に供するために所在の場所を変更しようとするとき。

五 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更の期間が六十日を超えな

いとき。

２ 法第六十二条 ただし書の規定により登録有形文化財の所在の場所の変更について届出

の際登録証の添付を要しない場合は、所在の場所を変更した後一年以内に現在の所在の場

所又は登録証記載の所在の場所に復することが明らかな場合とする。

３ 法第六十二条 ただし書の規定により登録有形文化財の所在の場所の変更について所在

の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場

所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合と

する。

４ 前項の届出は、前条第一項第一号から第七号までに掲げる事項並びに所在の場所を変

更した年月日及びその事由その他参考となるべき事項を記載した書面をもって、所在の場所を

変更した後二十日以内に行わなければならない。

※登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則（平成十七年文部科学省令

第八号）

（所在の場所変更の届出を要しない場合等）

第十二条 法第九十条第三項 において準用する法第六十二条 ただし書の規定により登録

有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれか

に該当する場合とする。

一 法第九十条第三項 において準用する法第六十四条第一項 の規定による届出をして行

う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。

二 法第九十条第三項 において準用する法第六十五条第一項 の規定による届出をして行

う輸出のために所在の場所を変更しようとするとき。

三 法第九十条第三項 において準用する法第六十二条 の規定による届出をして所在の場

所を変更した後、当該届出の書面に記載した前条第一項第十号の時期（同条第二項の規定に

より変更の届出をしたときは、その時期）において、復することを明らかにした場所に復するた

めに所在の場所を変更しようとするとき及び前二号に掲げる所在の場所の変更をした後、変更

前の所在の場所又は登録証記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとする

とき。

四 公衆の観覧に供するために所在の場所を変更しようとするとき。

五 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更の期間が六十日を超えな

いとき。

２ 法第九十条第三項 において準用する法第六十二条 ただし書の規定により登録有形民俗
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文化財の所在の場所の変更について届出の際登録証の添付を要しない場合は、所在の場所

を変更した後一年以内に現在の所在の場所又は登録証記載の所在の場所に復することが明

らかな場合とする。

３ 法第九十条第三項 において準用する法第六十二条 ただし書の規定により登録有形民俗

文化財の所在の場所の変更について所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場

合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するに

ついて緊急やむを得ない事由がある場合とする。

４ 前項の届出は、前条第一項第一号から第七号までに掲げる事項並びに所在の場所を変

更した年月日及びその事由その他参考となるべき事項を記載した書面をもって、所在の場所を

変更した後二十日以内に行わなければならない。
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○銃砲刀剣類所持等取締法（昭和三十三年法律第六号）

（登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受け、相続、貸付け又は保管の委託の届出等）

第十七条 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、若しくは相続により取得し、又はこれら

の貸付け若しくは保管の委託をした者は、文部科学省令で定める手続により、二十日以内にそ

の旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出なければならない。貸付け

又は保管の委託をした当該銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合においても、また同様とす

る。

２ 登録を受けた銃砲又は刀剣類を試験、研究、研ま若しくは修理のため、又は公衆の観覧に

供するため貸し付け、又は保管の委託をした場合においては、前項の規定にかかわらず、届出

を要しない。

３ 都道府県の教育委員会は、第一項の届出を受理した場合においては、速やかにその旨を

当該届出に係る銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知し

なければならない。


